
移動金融車　　　　　　 の

■通常は、勝浦支店跡地（勝浦市勝浦28-1）で
　平日の10：00から14：00まで営業します。
　  ※窓口のみ12：00～13：00を昼休みとさせていただきます。

■3.5ｔワイド・ロングボディのトラックに拡幅機能を追加
■窓口カウンター、オンライン端末、 ＡＴＭ、相談
　コーナーを設置
■外部電源ケーブルのほか自家発電機、無線情報通信
　により災害時にも対応（停電時には外部への電源供給も可能）

移動金融車で取扱い可能な業務

●普通預金の入出金及び口座の開設、解約
●当座預金の入金帳による入金
●定期預金の預入及び解約
●定期積金の口座開設、掛込み、解約
●積立定期預金の口座開設、入金、一部解約、解約
●振込（総合振込、給与振込を除く）
●通帳の繰越、再発行
●キャッシュカードの申込取次
●諸届の受付
●年金、ローン等の各種相談業務

●出金（1日の限度額 100万円）
●入金　　●通帳記帳
●振込　　●残高照会

※口座開設につきましては、新規顧客開設を伴う場合を除きます。
※現金での払戻しにつきましては、1日の限度額を20万円とさせて
頂きます。（解約も含む）

運行が始まります！
「なのはな号」

10月18日
新登場！！

窓　　口 A T M

※交通事情や災害の発生等、諸般の事情により予告なく
　営業時間の変更や運休をさせて頂く場合がございます。

移動金融車への連絡先：070-3194-4333


